
2026年 3月 23日 

【東日本】第 41次ロボット溶接オペレータ試験を受験される事業所各位 

 

第 41次ロボット溶接オペレータ試験実施についてのお願い 

 

（一社）ＡＷ検定協会東日本 ロボット溶接委員会 

  

◆ ロボット溶接施工要領書の新規・変更審査について 

今次新規にロボット溶接オペレータ試験を受験される場合※1、および施工要領書の内容が年

度末審査以降に変更のある場合※2は、オペレータ試験に先立って施工要領書の審査が必要で

す。 

審査申請書は 4月 20日（月）が提出期限、審査用施工要領書は 5月 11日（月）が提出期

限です。 

新規・変更審査が必要となる事業所は、4月 8日（水）までに、ホームページの『東日本お

問合せフォーム』にて東日本事務局までご連絡ください。 

 

※1 Ａ社ロボットの施工要領書審査を終えている事業所においても、Ｂ社ロボットの試験を受ける場

合は「新規」審査が必要です。 

※2 施工要領書本文に変更がある場合は「変更」審査が必要、施工要領書添付資料に変更がある場合

は「変更」審査不要です。ただし本文中のソフトのバージョン変更については「軽微な変更」として扱

いますので「変更」審査は不要です。「軽微な変更」その他施工要領書の記載と異なる内容で受験した

場合は、立会試験時に立会検定員確認後、覚書を作成し事務局へメール送信してください。 

 
◆ オペレータ試験の早期準備のお願い 

新規・変更審査が必要な場合、地域ごとで決められている受験期間と異なる期間での受験と

なる場合がありますのでご了承ください。 

近年試験のための鋼材が入手し難い状況となってきていますので、早めの材料手配を行って

ください。試験終了後は、速やかに試験場に試験体を送付するようにお願い致します。 

 

◆ 必要書類ダウンロードについて 

 審査申請書、施工要領書の標準書式、施工要領書チェックシートおよび立会試験時覚書は以

下の弊会ホームページからダウンロードしてください。 

   ホーム＞受験工場向け > 資料作成マニュアル 


